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答   申  

 

審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う 。 ） が 提 起 し た 地 方 税 法 （ 以

下「法」という。 ）３４２条１項の 規定に基づく各固 定資産税賦課処

分に係る各審査請 求について、 審査 庁から諮問があっ たので、次のと

おり答申する。  

 

第１  審査会の結 論  

   本件各審査 請求は、いずれも 棄却すべきである 。  

 

第２  審査請求の 趣旨  

本件各審査請求の 趣旨は、東京都 ○ ○都税事務所長（ 以下「処

分庁」という。） が、請求人に対し て令和元年６月１ ０日付けで

行った平成２６年 度相当分ないし平 成２８年度相当分 （以下「本

件 各 課 税 年 度 相 当 分 」 と い う 。 ） の 各 固 定 資 産 税 賦 課 処 分 の う

ち、別紙１「物件 目録」記載の各償 却資産（以下「本 件各資産」

という。）に係る 各処分（ 以下「本 件各処分」という 。 内容は、

別紙２「処分目録 」記載のとおりで あり、これらは い ずれも過年

度の相当分である 。）について、い ずれも取り消すこ とを求める

ものである。  

 

第３  請求人の主 張の要旨  

請求人は、以下の ことから、借家物 件において診療所 を経営し

ている場合でも、 その診療所内で診 療に直接供する固 定資産（償

却資産）は非課税 である旨主張し、 本件各処分の取消 しを求めて

いる。  
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１  本 件 非 課 税 規 定 に お い て 「 消 費 生 活 協 同 組 合 法 に よ る 組 合 が

所 有 し 、 か つ 、 経 営 す る 病 院 及 び 診 療 所 に お い て 直 接 そ の 用 に

供 す る 固 定 資 産 」 を 非 課 税 と 定 め て い る 。 こ れ は 、 固 定 資 産 の

性 格 又 は 用 途 に よ る 非 課 税 措 置 で あ り 、 組 合 が 行 う 療 養 給 付 に

お い て 、 病 院 及 び 診 療 所 が 基 幹 的 役 割 を 果 た す こ と を 考 慮 し た

ものである。  

２  本 件 非 課 税 規 定 は 、 次 の ２ 要 件 で 構 成 さ れ る と 解 釈 で き る

（以下、この解釈 を「解釈Ａ」とい う 。）。  

(1) 当該償却資 産が「 組合が所有 」するものであり 、  

(2) か つ 、 そ れ が 、 組 合 が 「 経 営 す る 病 院 及 び 診 療 所 に お い て

直接その用に供す る」ものであるこ と が必要である。  

３  し た が っ て 、 借 家 物 件 に お け る 償 却 資 産 に つ い て も 、 消 費 生

活 協 同 組 合 法 に よ る 組 合 が 所 有 し 、 か つ 、 経 営 す る 病 院 及 び 診

療 所 に お い て 直 接 そ の 用 に 供 し て い れ ば 、 固 定 資 産 税 は 非 課 税

になると考えられ る。  

４  し か し 、 処 分 庁 は 、 本 件 非 課 税 規 定 に つ い て 、 次 の と お り 解

釈している（以下 、この解釈を「解 釈Ｂ」という。） 。  

(1) 「 組 合 が 所 有 し 、 か つ 、 経 営 す る 病 院 及 び 診 療 所 」 に お い

て、  

(2) 当 該 償 却 資 産 が 「 直 接 そ の 用 に 供 す る 」 も の で あ る こ と が

必要である。  

５  本 件 非 課 税 規 定 は 、 そ の 文 言 上 、 解 釈 Ａ （ 上 記 ２ ） 及 び 解 釈

Ｂ （ 上 記 ４ ） の ２ 通 り の 解 釈 が 可 能 で あ り 、 法 文 上 か ら は 一 義

的 に 明 ら か と は 言 い 難 い 。 そ れ ゆ え 、 規 定 の 趣 旨 か ら 遡 っ て 考

える必要がある。  

この点、本件非課 税規定の趣旨につ いては、東京地判 平成２８

年１０月１３日に おいて明確とされ ている。同事件は 、健康保険

組合がその運営す る事業の用に供す るために所有する 家屋の一部
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が法３４８条２項 １１号の４にいう 「診療所」におい て「直接そ

の用に供する」固 定資産か否か等が 争われた事案であ る。東京地

裁 は 、 本 件 非 課 税 規 定 の 趣 旨 に つ い て 、 法 ３ ２ ８ 条 ２ 項 １ １ 号

は 、 「 健 康 保 険 組 合 等 が 行 う 被 保 険 者 の た め の 療 養 給 付 に お い

て、病院及び診療 所が基幹的役割を 果たすことに鑑み 、病院及び

診療所の用に供さ れる固定資産につ いて、政策的な観 点から例外

的に非課税にした もの」と明言して いる。  

こ う し た 趣 旨 か ら す れ ば 、 本 件 非 課 税 規 定 に お い て 重 要 な の

は、当該固定資産 （償却資産）が、 組合が経営する病 院及び診療

所において直接そ の用に供されてい るか否かであって 、病院及び

診療所の建物を組 合が所有している か否かはおよそ関 係ないこと

が明らかである。  

６  上 記 裁 判 例 が 明 言 す る と お り 、 本 件 非 課 税 規 定 に お い て は 、

病 院 及 び 診 療 所 の 果 た す 基 幹 的 役 割 を 考 慮 し た 政 策 的 規 定 で あ

る こ と か ら す れ ば 、 請 求 人 が 経 営 す る 診 療 所 の 建 物 が 自 己 所 有

か 否 か に よ っ て 、 そ の 内 部 に 設 置 す る 償 却 資 産 の 課 税 関 係 が 異

なることには何ら 合理性がない。  

また、診療所開設 に当たり借家物件 を選択せざるを得 ない場合

に、本件非課税規 定が適用されない ならば、多くの病 院及び診療

所の償却資産が非 課税とされないこ ととなるが、これ は病院及び

診療所の果たす基 幹的役割を政策的 に考慮するという 本件非課税

規定の趣旨に反し 、ひいては、自己 所有の病院及び診 療所 を経営

す る 組 合 と の 間 で 合 理 的 理 由 の な い 取 扱 い を 許 容 す る こ と と な

り、課税の公平性 を損なう結果とな る。  

 

第４  審理員意見 書の結論  

   本件各審査 請求はいずれも理 由がないから、行 政不服審査法４
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５条２項の規定を 適用して、棄却す べきである。  

 

第５  調査審議の 経過  

審査会は、本件諮 問について、以下 のように審議した 。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ２年１１月 ３０ 日  諮問  

令和  ３年  １月 ２２日  審議（第５１回第 ２部会）  

令和  ３年  ２月 ２５日  審議（第５２回第 ２部会）  

 

第６  審査会の判 断の理由  

審査会は、請求人 の主張、審理員意 見書等を具体的に 検討した

結果、以下のよう に判断する。  

１  法令の定め  

(1) 償却資産の定 義  

法 ３ ４ １ 条 の 規 定 は 、 固 定 資 産 税 に つ い て 、 同 条 各 号 に 掲

げる用語の意義を 当該各号にそれぞ れ定めているとこ ろ、１号

において、固定資 産とは、土地、家 屋及び償却資産を 総称する

ものと定め、４号 において、償却資 産について、土地 及び家屋

以外の事業の用に 供することができ る資産（鉱業権、 漁業権、

特許権その他の無 形減価償却資産を 除く。）でその減 価償却額

又は減価償却費が 法人税法又は所得 税法の規定による 所得の計

算上損金又は必要 な経費に算入され るもののうちその 取得価額

が少額である資産 その他の政令で定 める資産以外のも の（これ

に類する資産で法 人税又は所得税を 課されない者が所 有するも

のを含む。）をい う と定めている。  

(2) 固定資産税の 納税義務者  

法 ３ ４ ３ 条 １ 項 の 規 定 に よ れ ば 、 固 定 資 産 税 は 、 固 定 資 産

の所有者に課する ものとされるが、 同条３項によれば 、１項の
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所有者とは、償却 資産については、 償却資産課税台帳 に所有者

と記載されている ものをいうとされ ている。  

(3) 固定資産税の 賦課期日  

法 ３ ５ ９ 条 の 規 定 に よ れ ば 、 固 定 資 産 税 の 賦 課 期 日 は 、 当

該年度の初日の属 する年の１月１日 とするとされてい る。  

(4) 固定資産課税 台帳  

法 ３ ８ ０ 条 １ 項 の 規 定 に よ れ ば 、 市 町 村 （ 特 別 区 の 存 す る

区域においては、 都。以下同じ。） は、固定資産の状 況及び固

定 資 産 税 の 課 税 標 準 で あ る 固 定 資 産 の 価 格 を 明 ら か に す る た

め、固定資産課税 台帳を備えなけれ ばならないとされ ている。  

な お 、 「 固 定 資 産 課 税 台 帳 」 と は 、 土 地 課 税 台 帳 、 土 地 補

充課税台帳、家屋 課税台帳、家屋補 充課税台帳及び償 却資産課

税台帳を総称する ものである（法３ ４１条９号）。  

(5) 固定資産の価 格等の決定・ 修正  

法 ４ １ ７ 条 １ 項 の 規 定 に よ れ ば 、 市 町 村 長 （ 特 別 区 の 所 在

する区域において は、都知事。以下 同じ。）は、法４ １１条２

項の規定による公 示の日以後におい て固定資産の価格 等の登録

がなされていない こと又は登録され た価格等に重大な 錯誤があ

ることを発見した 場合においては、 直ちに固定資産課 税台帳に

登録された類似の 固定資産の価格と 均衡を失しないよ うに価格

等を決定し、又は 決定された価格等 を修正して、これ を固定資

産課税台帳に登録 しなければならな いとされ、また、 この場合

においては、市町 村長は、遅滞なく 、その旨を当該固 定資産に

対して課する固定 資産税の納税義務 者に通知しなけれ ば ならな

いとされている。  

(6) 固定資産の申 告  

法 ３ ８ ３ 条 の 規 定 に よ れ ば 、 固 定 資 産 税 の 納 税 義 務 が あ る

償却資産の所有者 は、総務省令の定 めるところによっ て、毎年
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１ 月 １ 日 現 在 に お け る 当 該 償 却 資 産 に つ い て 、 そ の 所 在 、 種

類、数量、取得時 期、取得価額、耐 用年数、見積価額 その他償

却資産課税台帳の 登録及び当該償却 資産の価格の決定 に必要な

事項を１月３１日 までに当該償却資 産の所在地の市町 村長に申

告しなければなら ないとされている 。  

(7) 償却資産に係 る 固定資産税の課 税標準  

法 ３ ４ ９ 条 の ２ の 規 定 に よ れ ば 、 償 却 資 産 に 対 し て 課 す る

固定資産税の課税 標準は、賦課期日 における当該償却 資産の価

格で償却資産課税 台帳に登録された ものとされている 。  

(8) 固定資産税の 税率  

法 ３ ５ ０ 条 の 規 定 に よ れ ば 、 固 定 資 産 税 の 標 準 税 率 は １ ０

０分の１．４とさ れている。  

ま た 、 東 京 都 都 税 条 例 （ 昭 和 ２ ５ 年 東 京 都 条 例 第 ５ ６ 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） は 、 固 定 資 産 税 の 税 率 を １ ０ ０ 分 の

１．４と定めてい る（１２２条）。  

(9) 固定資産税の 非課税の範囲  

３ ４ ８ 条 ２ 項 の 規 定 に よ れ ば 、 固 定 資 産 税 は 、 次 に 掲 げ る

固定資産に対して は課することがで きない（ただし、 固定資産

を有料で借り受け た者がこれを次に 掲げる固定資産と して使用

す る 場 合 に は 、 当 該 固 定 資 産 の 所 有 者 に 課 す る こ と が で き

る。）とされてお り、次に掲げる固 定資産として、１ １号の３

（本件非課税規定 ）により、「農業 協同組合法、消費 生活協同

組合法及び水産業 協同組合法による 組合及び連合会が 所有し、

かつ、経営する病 院及び診療所にお いて直接その用に 供する固

定資産で政令で定 めるもの」が掲げ られている。  

法 施 行 令 ５ ０ 条 の ２ の ２ の 規 定 に よ れ ば 、 法 ３ ４ ８ 条 ２ 項

１１号の３に規定 する政令で定める 固定資産は、その 利用につ

いて対価又は負担 として支払うべき 金額の定めの ある 駐車施設
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その他の施設で総 務省令で定めるも のの用に供する固 定資産以

外の固定資産とす るとされている。  

法 施 行 規 則 １ ０ 条 の ７ の ５ の 規 定 に よ れ ば 、 法 施 行 令 ５ ０

条の２の２に規定 する総務省令で定 める施設は、 飲食 店、喫茶

店及び物品販売施 設（これらの施設 のうち法３４８条 ２項１１

号の３に規定する 病院及び診療所の 利用者の利便に供 すること

を目的とするもの を除く。）並びに 駐車施設とすると されてい

る。  

ま た 、 こ の 非 課 税 規 定 を 適 用 す る に 当 た っ て は 、 「 所 有

し、かつ、経営す る」ものに限って 非課税とされるも のである

から、例えば、農 業協同組合が所有 する病院であって もこれを

他の者が借り受け て経営している場 合や、農業協同組 合が経営

している病院であ ってもそれが他の 者の所有に係るも のである

場合は、これらの 病院は、この条件 を充足されないか ら非課税

とはならないとさ れている（固定資 産税務研究会編『 固定資産

税 逐 条 解 説 』 財 団 法 人 地 方 財 務 協 会 （ 平 成 ２ ２ 年 ） １ １ ２

頁）。  

(10) 固定資産税 賦課決定の期間制 限  

法 １ ７ 条 の ５ 第 ５ 項 に よ れ ば 、 固 定 資 産 税 に 係 る 賦 課 決 定

は、法定納期限の 翌日から起算して ５年を経過した日 以後にお

いては、すること ができないとされ ている。  

な お 、 東 京 都 に お い て 賦 課 す る 各 年 度 の 固 定 資 産 税 の 法 定

納期限は、法１１ 条の４第１項及び 条例１２９条１項 の規定に

よれば、当該年度 の６月３０日であ る。  

２  本件各処分に ついての検討  

以上を前提に、本 件各処分に違法又 は不当な点がない かどうか

について、以下、 検討する。  

処分庁は、本件各 処分を行うに当た り、本件家屋が借 家である
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ことを確認してお り、本件非課税規 定は消費生活協同 組合法によ

る組合が「所有し 、かつ、経営する 」病院及び診療所 において直

接 そ の 用 に 供 す る 固 定 資 産 に 限 っ て 適 用 さ れ る こ と か ら （ １ ・

(9)） 、 借 家 物 件 に お い て 診 療 所 を 経 営 し て い る 場 合 、 本 件 非 課

税 規 定 は 適 用 さ れ な い 旨 を 請 求 人 職 員 及 び 代 理 人 に 説 明 し た 上

で、本件各資産に ついて、 本件各課 税年度相当分 の固 定資産税へ

の本件非課税規定 の 適用の適否を見 直し、その上で、 東京都知事

が決定した本件各 資産に係る償却資 産課税台帳の登録 価格等に基

づき、本件各処分 を行ったものと認 められる。  

そうすると、本件 各処分は、いずれ も上記１の法令等 に則って

なされたものであ って、また、各税 額の算定等に違算 も認められ

ないことから、違 法又は不当な点は ない。  

３  請求人の主張 についての検討  

請求人は、本件非 課税規定は、その 文言上、解釈Ａ 又 はＢの２

通りの解釈が可能 であるから、規定 の趣旨から遡って 考える必要

がある旨主張する （第３・５）。  

しかし、本件非課 税規定の文言は一 義的であり 、請求 人が主張

す る 解 釈 Ａ を 採 る 余 地 は な い 。 そ れ は 、 上 記 １ ・ (9)に 示 し た 固

定資産税逐条解説 が、「『所有し、 かつ、経営する』 ものに限っ

て 非 課 税 と さ れ る も の 」 と 記 述 し て い る こ と か ら も 明 ら か で あ

る。また、例外規 定である租税法の 非課税要件を定め る規定につ

い て は 、 租 税 負 担 公 平 の 原 則 か ら 、 不 公 平 の 拡 大 を 防 止 す る た

め、解釈の狭義性 、厳格性が強く要 請されているもの であるから

（最高裁判所平成 元年１１月３０日 判決・税務訴訟資 料１７４号

８ ２ ３ 頁 、 そ の 原 審 大 阪 高 等 裁 判 所 昭 和 ６ ３ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 判

決・税務訴訟資料 １６６号３５８頁 ）、請求人がいう ような「規

定の趣旨」を持ち 出して、本件非課 税規定を 拡大解釈 することは

できない。  
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したがって、請求 人の主張は、理由 がないというほか はない。  

４  請求人の主張 以外の違法性又は 不当性についての 検討  

その他、本件各処 分には違法又は不 当な点は認められ ない。  

 

以上のとおり、審 査会として、審理 員が行った審理手 続の適正性や

法令解釈の妥当性 を審議した結果、 審理手続、法令解 釈のいずれも適

正に行われている ものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」の とおり判断する。  

 

（答申を行った委 員の氏名）  

 近藤ルミ子、山 口卓男、山本未来  

 

別紙１及び別紙２ （略）  

 


